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１.東京湾口航路の位置図

東京港

千葉港

川崎港

横浜港 航路拡大部

中
ノ
瀬

木更津港

横浜港 航路拡大部

横須賀港

第三海堡

東京湾
第一海堡

第二海堡

東京湾口航路開発保全航路整備事業
（再評価）

港湾法における「開発保全航路」として、

浦賀水道航路及び中ノ瀬航路が指定され

ており 「東京湾 航路 はその総称です

１

（再評価）ており、「東京湾口航路」はその総称です。



２.東京湾口航路の概要

○東京湾口航路は、東京港、横浜港等に出入りする船舶が１日あたり約６００隻航行する世界有数
の海上交通過密海域です。また、東京湾内の港湾で取り扱う貨物は、全国の港湾で取り扱うコン
テナ貨物の約４割、原油輸入量の約３割、LNG輸入量の約５割を占めており、我が国経済を支え
る大動脈となっています。

10,000

12,000 浦賀水道

中ノ瀬

伊良湖水道

（隻）
コンテナ取扱貨物量

東京湾
4割

東京港

【開発保全航路別の巨大船(※１)航行量】

羽田空港

東京港
コンテナターミナル

コンビナート
（京葉臨海中部地区）

2 000

4,000

6,000

8,000 伊良湖水道

備讃瀬戸

明石海峡

その他

割

東京湾以外
6割

千葉港

横浜港

コンビナート
（京浜臨海地区） 0

2,000

H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22

※１ 巨大船とは、ここでは船長160ｍ以上の船舶を指し、海上交通安全法により通報が義務づけられている船舶。

川崎港

横浜港
コンテナターミナル

コンビナート
（京葉臨海南部地 ）

LNG 輸入量

東京湾
5割

東京湾以外
5割

横浜港

木更津港

中ノ瀬
航路

【世界の主要海域における1日当たりの航行量】

海域名 1日あたりの航行隻数

航行する船舶の写真
コンビナート
（根岸臨海地区）

（京葉臨海南部地区）

【凡例】

東京湾
3割

パナマ運河 約40隻※2

スエズ運河 約50隻※3

マラッカ・

原油輸入量

ＬＮＧ基地

火力発電所

製油所

東京湾以外
7割

浦賀水道
道路

２

マラッカ・
シンガポール海峡

約260隻※4

※2 外務省HP「わかる！国際情勢 Vol100 」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol100/index.html
※3 2010年、2011年スエズ運河庁レポート(エジプト政府)による
※4 国土交通省｢マラッカ・シンガポール海峡の船舶通航量調査2004年」による



２.東京湾口航路の概要
過去に発生した事故事例

○Ｓ49年11月.9日、ＬＰＧタンカー「第拾雄洋丸」と貨物船「パシフィック・アリス」号が衝突・炎上し、乗組員33名
が死亡する事故が発生。事故後２０日間炎上し続ける大災害となった。第拾雄洋丸を中心に半径二海里(約
4km)以内の海域が航行禁止となった。

○Ｈ9年7月2日 原油タンカ 「ダイヤモンドグレ ス 号が浅瀬に乗揚げ 原油約1 500klが流出 海上保安庁○Ｈ9年7月2日、原油タンカー「ダイヤモンドグレース」号が浅瀬に乗揚げ、原油約1,500klが流出。海上保安庁、
海上自衛隊、東京消防庁、サルベージ会社等、官民の船舶が計百数隻出動し、昼夜汚染防止作業に当たっ
た。回収作業の目処が付くまで2日間の大型船の入港制限を行った。

■甚大事故発生箇所
第拾雄洋丸第拾雄洋丸
43,723 GT43,723 GT
船長：船長：227m227m

■甚大事故発生箇所

第10雄洋丸

凡 例

●乗揚海難
●衝突海難
（H５～H１１）

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
ｸﾞﾚｰｽ号

【航跡図】
漁船・プレジャーボートを除く
全入出湾線の航跡図
（平成１２年１０月３１日／２４時間）

（関東地方整備局調べ）

３

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰｽﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰｽ
14,7012 GT14,7012 GT
船長：船長：322m322m



３.事業の目的と概要

（１）事業の目的 【事業実施箇所】

○世界有数の輻輳海域である東京湾口航路にお
いて、船舶の安全かつ効率的な航行を実現しま
す

（１）事業の目的 【事業実施箇所】

中ノ瀬
（浚渫）

木更津前面海域
（浚渫）

す。

（２）事業の概要 中ノ瀬西方海域 中
ノ
瀬

浅瀬

整備施設 第三海堡（撤去）

富津岬

中ノ瀬航路
（浚渫）

整備施設 第三海堡（撤去）
中ノ瀬航路（浚渫）
中ノ瀬及び木更津前面海域（浚渫）

整備期間 昭和５３年～平成２８年

【第三海堡撤去状況】

第三海堡
（撤去）

【中ノ瀬航路浚渫状況】

整備期間 昭和５３年～平成２８年
事 業 費 ７７４億円

【第 海堡撤去状況】

兵舎の撤去兵舎の撤去 グラブ浚渫グラブ浚渫起重機船による第三海堡撤去起重機船による第三海堡撤去

【中 瀬航路浚渫状況】

４



４.事業の進捗状況

川崎港
（１）事業の経緯

○昭和５３年４月 浦賀水道航路及び中ノ瀬航路の一部を開発
保全航路に指定

○平成１２年 第三海堡撤去及び中ノ瀬航路浚渫に着手

大黒

鶴見

東扇島

川崎港

船舶待避水域確保の為の
浚渫等整備（残事業）

○平成１２年 第三海堡撤去及び中ノ瀬航路浚渫に着手

○平成１６年４月 中ノ瀬航路北側海域を開発保全航路に追加し、
浚渫を実施

［中ノ瀬航路］(-23m)
中
ノ

本牧

磯子

横浜港

Ｎｏ.
５

Ｎｏ.
７

Ｃ

Ｂ

Ｄ

Ｎｏ.
６

Ｎｏ.
８

○平成２０年８月 第三海堡撤去、中ノ瀬航路浚渫完了

○平成２０年１２月 水深維持のため開発保全航路を拡大

第一海堡

Ｎｏ.
２

瀬

金沢

木更津

木更津
港

Ｎｏ.
３

Ｎｏ.
１

Ｎｏ.
６

Ａ

Ｂ

Ｎｏ.
４

６

○平成２３年３月 東日本大震災発生

○平成２５年６月 船舶の待避水域を開発保全航路に含めるなど
の港湾法改正を実施 ［浦賀水道航路］(-23m)

第二海堡

第 海堡

（Ｎｏ.
３）

（Ｎｏ.
５）

横須賀

観音崎

富津

横須賀
港 第三海堡

（Ｎｏ.
４）

中ノ瀬航路浚渫 完了

第三海堡撤去 完了
の港湾法改正を実施

○平成２６年１月 船舶の待避水域を含めた開発保全航路に拡大

( )
（Ｎｏ.
２）

観音崎

久里浜

金谷
（Ｎｏ.
１）

Ｎｏ.
１

Ｎｏ.
２

Ｎｏ.
４

Ｎｏ.
３

（２）事業実施状況と今後の予定 平成25年度時点の事業進捗率 99%

S53 H10 H15 H20 H25 H28

漁業者調整 H12

第三海堡 撤去 H12 H20

【 工程 】

金谷

：平昭和53年4月に指定された開発保全航路エリア

：平成16年4月に一部追加された北端部エリア

：平成20年12月以降の開発保全航路エリア

:平成25年以降の開発保全航路エリア（予定）

（２）事業実施状況と今後の予定 成 年度時点 事業進捗率

第三海堡 撤去 H12 H20

中ノ瀬航路 浚渫 H12 H19

待避水域 整備 H28
５

:平成25年以降の開発保全航路エリア（予定）



４.事業の進捗状況
（３）港湾法改正の内容（目的）

物流・産業上の重要性と災害に対する脆弱性東日本大震災の教訓 巨大地震の切迫性

三大湾地域には産業・物流機能が集積
（外貿コンテナ貨物量の８割、LNG輸入量の８割、原油輸入量の５割等）

【海溝沿いの主な地震の今後30年以内の発生確率】3月11日（金）
14:00～24:00

南海

東南海

東海

南関東の地震

14:00 24:00

これらの機能が立地する埋立地において護岸等の老朽化が進行

航路の啓開作業（障害物の引き揚げ）

南海
(Ｍ6.7～7.2程度)

70％程度

東南海地震
（Ｍ8.1前後）

70%～80%

南海地震
(Ｍ8.4前後)

60％程度

東海地震
（Ｍ8程度）

88％(参考値)

東海・東南海・南海の３連動地震(Ｍ9.1)
液状化による護岸の被災

大型船舶

小型船舶

東京湾における
船舶の避難状況

避泊船舶が
輻輳・密集

平成15年の中央防災会議で提示された震源域

平成24年8月内閣府「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次
報告）及び被害想定（第一次報告）について」において示された震源域

参考：内閣府資料及び地震調査研究推進本部「海溝型地震の長期評価の概要」（算
定基準日：平成25年1月1日）

港内の航路啓開にかなりの時間を要した。
三大湾地域が被災した場合には、港湾区域
外まで啓開が必要であり、早期かつ大規模
な啓開作業体制が必要となる。

液状化による護岸の被災

東京湾では、大型船舶の避難場所が決めら
れておらず、船舶の衝突による二次災害の恐
れがあった。

小型船舶

航路沿いの港湾施設が地震によって
被災し、航路が閉塞したため、船舶の
入出港が困難となった。

大規模地震・津波により三大湾地域が被災した場合、地域社会に甚大な被害を与えるとともに、海上交通の麻
痺によりサプライチェーンが寸断され、市民生活や産業活動に深刻な打撃を与えることが懸念される
大規模地震・津波により三大湾地域が被災した場合、地域社会に甚大な被害を与えるとともに、海上交通の麻
痺によりサプライチェーンが寸断され、市民生活や産業活動に深刻な打撃を与えることが懸念される

制度改正の基本方針

■事前防災・減災対策により市民生活や産業・物流機能への影響を最小限にとどめるための措置
災害 港湾 期復 実 措

■事前防災・減災対策により市民生活や産業・物流機能への影響を最小限にとどめるための措置
災害 港湾 期復 実 措

６

■災害からの港湾の早期復旧を実現するための措置■災害からの港湾の早期復旧を実現するための措置

大規模地震・津波から命と暮らしを守る大規模地震・津波から命と暮らしを守る



４.事業の進捗状況
（４）港湾法の内容（概要）

防災・減災：港湾機能の維持・早期復旧

港湾 航路機能の早期復旧対策
緊急確保航路の指定

非常災害時において、国土交通大臣が所有者の承
諾を得ることなく漂流物等の除去を行える航路を指定

東京港

東京港
コンテナターミナル

千葉港
民有港湾施設の維持管理状

立 検査 勧告

港湾・航路機能の早期復旧対策

船舶待避用の泊地の指定及び開発・保全
国土交通大臣が船舶の待避のために必要な泊地と
して開発保全航路を指定し、開発・保全

川崎港

横浜港
コンビナート

コンビナート

非常災害時に国が迅速に

況について立入検査、勧告

港湾施設の適切な維持管理の推進
港湾管理者が民有港湾施設の維持管理状況、耐震
性に関する立入検査を実施し 必要に応じ勧告 命

横浜港
コンテナターミナル

コンビナート

船舶の待避用の泊地を
指定、整備

啓開できる航路を指定

性に関する立入検査を実施し、必要に応じ勧告・命
令

港湾広域防災協議会の設置

木更津港

【凡例】

開発保全航路
（航路機能部分）

港湾区域

港内航路

コンビナート

災害時の港湾機能維持のための広域的な協議会を
設置

緊急確保航路

横須賀港

耐震強化岸壁

開発保全航路
（泊地機能部分）

今回の法改正事項

緊急確保航路

待避水域

７



５.事業の必要性
（１）第三海堡撤去による事故の回避

○関東大震災により水没崩壊し暗礁化した第三海堡では、隣接する浦賀水道航路を航行する船舶の乗揚事故
が発生していました。

○船舶の安全な航行が可能となるよう、事故の原因である第三海堡の撤去を平成１２年から平成２０年に実施し
ま たました。

【暗礁化した第三海堡】 暗礁化した第三海堡から
距離取るため航路が狭い。

【第三海堡横断図】

・撤去前

乗揚事故発生

－２３ｍ

撤去前

航路幅いっぱい

・撤去後

【過去に第三海堡で発生した乗揚事故】

航路幅いっぱい
まで安全通行可能

【浦賀水道航路における事故発生状況】【浦賀水道航路における事故発生状況】

事業実施前 海難発生隻数
4.5隻／年

事業実施後 海難発生隻数
1.5隻／年

８

第三海堡に乗揚げた
ﾅｼﾞｪﾝﾀﾞｸﾙﾌﾟｻｶﾔ号

（H2～H11実績 45隻／10年）
隻 年

（H21～H24実績 6隻／4年）



５.事業の必要性
（２） 中ノ瀬航路浚渫による事故の回避及び航行の効率化

○中ノ瀬航路内に浅瀬が点在していたため、喫水17m以上の船舶は中ノ瀬西方海域を航行する必要があり、中
ノ瀬西方海域において北航する船舶と南航する船舶の輻輳による衝突事故の恐れがありました。

○中ノ瀬西方海域の輻輳を軽減し、船舶の衝突事故を減少させるため、より大型の船舶の航行を可能とする中ノ
瀬航路の浅瀬浚渫を実施しました瀬航路の浅瀬浚渫を実施しました。

○また、事業実施によって、千葉港や木更津港に向かう大型船舶は中ノ瀬航路の航行が可能となり、輸送コスト
を削減（航行距離を短縮）することが出来ました。

【中ノ瀬航路 大型船の航行条件】 【過去 発生 た事故】【中ノ瀬航路 大型船の航行条件】

・未浚渫 ・浚渫後
【過去に発生した事故】

第三海堡 第三海堡

事業効果により約2％の衝突事故が減少する
と考えられる（シミ レ シ ンによる）

事故で原油流出した
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰｽ号

浅場があることから
大型船が航行不能 浅場の掘削により大型船

が中ノ瀬航路を航行可能

と考えられる（シミュレーションによる）。

【中ノ瀬航路横断図】

・未浚渫 ・浚渫後

９浚渫
-17m～
-20mの
大型船

-17m～
-20mの
大型船

-20m以上
の大型船

-20m以上
の大型船

-17m未満
の大型船

-17m未満
の大型船



５.事業の必要性
（３）船舶待避水域確保による津波時の事故の回避

○東日本大震災発生時の船舶動静を検証した結果、今後想定される巨大地震の際に、東京湾中央から南部に
掛けて津波発生時の船舶の待避水域が不足することが判明しました。待避水域の不足により湾内船舶が混乱
し、衝突事故が発生する恐れがあります。

○津波発生時の事故を回避するため 大型船舶の待避を可能とする待避水域の浅瀬浚渫を実施します○津波発生時の事故を回避するため、大型船舶の待避を可能とする待避水域の浅瀬浚渫を実施します。

【東日本大震災時における東京湾内の避泊状況】 【開発保全航路拡大イメージ】
【発災前日】 【発災当日】

川崎港

東京港

千葉港

避泊船が密集

特に錨泊地が不足

川崎港

横浜港

船舶待避水域

避泊船が密集

木更津港

どこに待避しよう？
ここは○○港だから、【WITHOUT】 【WITH】

3月11日（金）14:00～24:003月10日（木）14:00～24:00

横須賀港
【凡例】

開発保全航路（現状）

避難船舶 避難船舶

どこに待避しよう？
小型船が先に逃げて
混んでるだろうな？

△△付近に待避すれば
大丈夫だな！

錨泊できて安心！錨泊できて安心！困った！他へ行こう困った！他へ行こう

【WITHOUT】 【WITH】

10
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開発保全航路（追加）



６．費用対効果分析
（１）便益（Ｂ）

○ 「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」及び 「港湾投資の評価に関する解説書2011」に基づき、
以下の便益を計上しました。

①安全便益
（１） 事故が減少することによ て 事故における船舶の損傷 人的損傷 積荷損失及び油流出による海洋環境汚染除去（１）．事故が減少することによって、事故における船舶の損傷、人的損傷、積荷損失及び油流出による海洋環境汚染除去

費用の減少する分を便益として計上しました。
（２）．航路閉鎖を伴う甚大事故が減少することによって、航路閉鎖（※）による船舶の待機費用、貨物の陸上迂回費用及び

輸送時間価値等の経済損失が減少する分を便益として計上しました。
※船舶航行が２日間規制される想定としています （H14「東京湾におけるリスク アセスメントに関する調査研究報告書」による）※船舶航行が２日間規制される想定としています。（H14「東京湾におけるリスク・アセスメントに関する調査研究報告書」による）

②輸送コスト削減便益
航路浚渫によって航行距離が短縮される事による輸送コスト削減効果を便益として計上しました。

（２）費用（C）

（３）分析条件及び結果

○ 本プロジェクトに係る事業費、維持管理費を計上しました。

（２）費用（C）

（ ）分析条件及び結果

今回評価(H25) 前回評価時点（再評価H15）

基準年次 平成25年度 平成15年度
事業期間 昭和53～平成28年度 昭和53～平成20年度

後 後分析対象期間 供用後50年間 供用後50年間
事業費 774億円 690億円
費用便益分析（Ｂ／Ｃ） 1.2 1.5

　総便益Ｂ（割引後）※ 1,607億円 1,164億円
※　総費用Ｃ（割引後）※ 1,347億円 769億円

EIRR 5.1％ 5.7％
※割引後は社会的割引率等を考慮した値です。

11



６．費用対効果分析
■事業全体

項目 内容 金額 Ｂ／Ｃ ＥＩＲＲ

便益（Ｂ）
事故減少による安全便益 １，５９１億円

総便益
１ ６０７億円

便益（Ｂ）
１，６０７億円

１．２ ５．１％
輸送コスト削減便益 １６億円

費用（Ｃ）
事業費・更新投資費 １，３２６億円

総費用
１ ３４７億円

費用（ ）
１，３４７億円

維持管理費 ２１億円

■残事業

項目 内容 金額 Ｂ／Ｃ ＥＩＲＲ

事故減少による安全便益 １５億円
便益（Ｂ）

事故減少による安全便益 １５億円 総便益
２９億円

１．３ ７．０％
輸送コスト削減額 １４億円

事業費・更新投資費 １３億円 総費用

注1）便益・費用については、基準年における現在価値化後の値です。
注2）費用及び便益額は整数止めとしています

費用（Ｃ）
事業費 更新投資費 １３億円 総費用

２３億円維持管理費 １０億円

注2）費用及び便益額は整数止めとしています。
注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがあります。

12



６.費用対効果分析
（４）便益の測定 ～安全便益（平常時）～

○事故発生に伴う損失の削減便益
○事故による航路閉鎖発生に伴う損失の削減便益

【事故発生に伴う損失 削減便益】

×
事故発生により生じる損失

【事故発生に伴う損失の削減便益】【事業により減少する事故】

船舶損傷

××

積み荷損失× ● 湾内船舶隻数 × 事故発生確率 × 損失額

単年度便益（without-with）

人的損失

××
油流出による

海洋汚染除去費用

【事故 る航路 鎖発生 伴う損失 削減便益】

第三海堡への乗揚事故

東京港

減
少

平常時損失縮減額 12.8億円/年

【事故による航路閉鎖発生に伴う損失の削減便益】

航路閉鎖発生により生じる損失

・入湾船の代替港利用による貨物の陸上
輸送費

● 入湾船舶隻数 × 航路閉鎖発生確率 × 損失額
（= 甚大事故発生確率）

● 出湾船舶隻数 × 航路閉鎖発生確率 × 損失額
（= 甚大事故発生確率）

＋
横浜港

港

輸送費用

・出湾船が出湾できないことによる時間価
値の損失中ノ瀬西方海域での衝突事故 平常時損失縮減額 47.7億円/年

単年度便益（without-with）

13

1,576億円/50年

総便益（割引後）

安全便益



６.費用対効果分析
（４）便益の測定 ～安全便益～

○事故発生に伴う損失の削減便益（津波発生時）
○事故による航路閉鎖発生に伴う損失の削減便益（津波発生時）

【事故発生に伴う損失 削減便益】

事故発生により生じる損失

● 衝突減少隻数 × 損失額 × 津波発生確率【事故発生に伴う損失の削減便益】

【事業により減少する事故】 without時 with時

① 衝突隻数（隻） 6.4 1.6

② 1隻当りの損失額（万円/隻） 15,156 15,156

船舶損傷

× 単年度便益（ ith t ith）

地震による津波発生

③ 年間損失額（億円／年） 9.70 2.42

④ 津波発生確率（長期発生確率） 0.046

甚大海難回避便益（億円/年） 7.27

0.33

積み荷損失×
【事故 る航路 鎖発生 伴う損失 削減便益】

単年度便益（without-with）

津波発生時の混乱による衝突事故

減
少

損失縮減額 33百万円/年

【事故による航路閉鎖発生に伴う損失の削減便益】

航路閉鎖発生により生じる損失

・入湾船の代替港利用による貨物の陸上
輸送費

● 入湾船舶隻数 × 航路閉鎖発生確率 × 損失額
（= 甚大事故発生確率）×津波発生確率

● 出湾船舶隻数 × 航路閉鎖発生確率 × 損失額
（= 甚大事故発生確率）×津波発生確率

＋

輸送費用

・出湾船が出湾できないことによる時間価
値の損失

損失縮減額 56百万円/年
単年度便益（without-with）
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15億円/50年

総便益（割引後）

安全便益



６.費用対効果分析 ～便益の測定～
（５）便益の測定 ～輸送コスト削減便益 ～

○浚渫により、これまで中ノ瀬西方海域を通航していた大型の船舶が、中ノ瀬航路を航行できるよ

うになり、千葉港や木更津港等への航行距離が短縮される。この航行距離短縮に伴う輸送コスト

削減効果を計測しています。

Without（整備無し) With (整備あり)

大 船が木 津港

中ノ瀬西方海域を航
行する場合より、航行
距離が短縮！

中
ノ
瀬

中
ノ
瀬

大型船が木更津港
に向かうには大回り
が必要！

浅瀬があるため、 水深確保により 大型船舶

第二海堡

第 海堡

中ノ瀬西方海域

富津岬

第二海堡

第 海堡

中ノ瀬西方海域

富津岬

浅瀬があるため、
大型船舶は航行不可

水深確保により、大型船舶
の航行が可能に！

第三海堡跡

第一海堡

第三海堡跡

第一海堡

● 喫水17m～20mの船舶隻数 × 航行距離短縮 × 単位輸送コスト

輸送コスト縮減額 0.8億円/年 16億円/50年

総便益（割引後）単年度便益（without-with）

15
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６.費用対効果分析
（）事業費の増加

○中ノ瀬航路北端部の浚渫を追加【＋約６９億円】

・中ノ瀬航路の浚渫工事段階で中ノ瀬航路の出口部分（開発保全航路の外側）に-２３ｍより浅い箇所が有ることが判明しました。

・平成１６年４月に当該出口部分を開発保全航路に追加する政令改正を実施し、浅瀬浚渫を追加しました。平成１６年４月に当該出口部分を開発保全航路に追加する政令改正を実施し、浅瀬浚渫を追加しました。

○津波発生時の船舶待避水域の浚渫を追加【＋約１５億円】

・平成２４年６月に港湾法が改正され津波発生時の船舶待避水域を確保するため、中ノ瀬及び木更津前面海域の浅瀬浚渫を追
加しました加しました。

船舶航行ライン

【地震津波対策追加】【中ノ瀬北端部追加】

川崎港
川崎港

浅

瀬

横浜港

待避水域整備
を実施（予定）

当初計画

追加実施

木更津港

を実施（予定）

木更津港

当初計画

横須賀港

中ノ瀬航路

船舶航行に支障が生じることから、開発保全
航路を拡大し、浚渫事業を追加実施しました。

横須賀港

津波発生時の船舶待避水域を開発保全航路
に加え、浚渫事業を追加しました。
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７.施工上の工夫
（１）構造物撤去作業の工夫

○第三海堡は、旧日本軍の海上要塞であったことから爆弾等の爆発物が多数埋没していたため、磁気探査及び
潜水士による探査を入念に実施し、爆発物の撤去についてはネットを利用する等の安全性を高める工夫を行い
ました。

○構造物が最大2500㌧にもなる大小様々な状態で散在していたことから、それぞれ撤去する工法を考える必要が
あったので、形状や強度を確認後、撤去方法を検討を行い、巨大構造物は切断の有無や吊金具の取付位置に
ついて安全かつ効率的な工法を検討しました。

安全性の確保 撤去数計224個

撤去した第三海堡の
コンクリート構造物

３，３７５個

【第三海堡撤去数量】 構造物を露出させる

危険物の探査

繰り返し
爆発物
発見！

潜水探査による
爆発物の詳細確認

ネットを利用した
爆発物の引上げ

コンクリ ト構造物
８０，５９５m3

【第三海堡撤去作業の状況】

危険物の探査

詳細調査・撤去方法の検討

小型の物 大型型の物
爆発物の詳細確認 爆発物の引上げ

掴み機撤去
吊上撤去そのままで

吊上撤去
可能か？

YES

孔開け作業

吊り金具・ﾜｲﾔｰ
の取付作業

ワイヤーソーによる切断

NO
作業現場付近を航行する船舶

17

難工事の
実施



７.施工上の工夫
（２）浚渫土の有効利用

○東京湾奥の舞浜沖近辺では、水質・底質の悪化がすすみ、海水の富栄養化から赤潮・青潮の発生が多発していることか
ら、環境改善が必要でした。

○学識経験者・関係自治体等を含めた委員会を立ち上げ、環境改善に向けた検討を実施。ヘドロの上に良質な砂をかぶせ
ることで ヘドロからの有機物の溶出を抑制する「覆砂工法」を採用しましたることで、ヘドロからの有機物の溶出を抑制する「覆砂工法」を採用しました。
中ノ瀬航路で発生した良質な浚渫土を覆砂材として利用しました。

○覆砂後のモニタリング結果によると、底質の改善が図られ、施工５年後においても、地形や底質の維持、生物の増加等
について効果の発現を確認し、東京湾の環境の再生を行う上で有効な手段であることを改めて確認出来ました。

○全国でも同様に覆砂工法が採用され 環境改善が進められています

【覆砂による環境改善イメージ】

○全国でも同様に覆砂工法が採用され、環境改善が進められています。

【覆砂後の環境改善効果】

■覆砂前
ド から有機物が溶出

環境改善状況

ド の堆積

【覆砂箇所】

覆砂前

ヘドロから有機物が溶出
→赤潮・青潮の発生により
生物が死滅 生物出現種数 20種 → 175種

【実施前】【実施後】
水質の悪化！

有機物の溶出

×
×

×

ヘドロの堆積
により有機物が溶出

水質(貧酸素状態の継続時間）
72時間 → 62時間

■覆砂の実施
ヘドロの上に良質砂を覆砂
し、蓋をすることにより、
ヘドロからの有機物の溶出 観測された生物

良質な砂でヘドロ
上に厚さ１ｍ程度の
覆砂を実施

に短縮

底質(硫化物)0.7mg/g →0.1mg/g以下
を維持

環境が改善！

覆砂中 を防ぐ

■覆砂後

ｱｶｶﾞｲ ﾎﾝﾋﾞﾉｽｶﾞｲ

ｻﾙﾎﾞｳｶﾞｲ ｼｬｺ
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覆砂後

底質が改善することにより
水質が改善。魚や貝類等の
生物が住み着く環境に！



（１）事業の必要性に関する視点

８.まとめ

（１）事業の必要性に関する視点

・東京湾口航路開発保全航路整備事業においては、第三海堡撤去及び中ノ瀬航路浚渫を実施することに

よって、平常時の湾内における海難事故が減少し、船舶航行の安全が図られます。また、待避水域を確保

することによって 津波発生時においても船舶航行の安全が図られますすることによって、津波発生時においても船舶航行の安全が図られます。

・その結果、航路閉鎖等が減少し、東京湾内の物流機能が維持されることによって、我が国経済の中枢であ

る首都圏の住民生活及び企業活動の維持が可能となります。

（２）事業進捗の見込みの視点

・第三海堡撤去及び中ノ瀬航路浚渫は平成２０年８月に完成し、これに伴う海上交通体系の見直しが

行われました。（中ノ瀬航路を喫水－２０ｍ以下の船舶が航行可能になりました。）

・中ノ瀬及び木更津前面海域の待避水域整備については、平成２５年内の政令改正により設定する開

発保全航路拡大範囲を踏まえて実施内容の詳細を調整していきます。

・今後の事業進捗を図る上で、環境に負荷の無い実施内容を選定していく必要がありますが、事業実

施の制約となる要因は特に無いと考えています

・海上輸送距離の短縮により CO2等が削減されます。

（３）事業実施による環境の変化

施の制約となる要因は特に無いと考えています。

海上輸送距離の短縮により、CO2等が削減されます。

・浚渫により発生する土砂を用いた覆砂により、東京湾奥部の周辺海域と比較して底質の回復が図ら

れます。

（４）対応方針（原案）
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（４）対応方針（原案）

・上記より、本事業は「継続」が妥当であると考えられます。


